
こちらから

こども支援課
（21-1461）
までお問合せくだ
さい。

支給
対象外

■令和７年度物価高対応子育て応援給付金 支給対象確認フローチャート ※このフローチャートに該当しない方はこども支援課（21-1461）までお問合せください。

■児童手当について（補足）

どこから受給しましたか？

東松山市

令和7年10月1日か
ら令和8年3月31日
までに出生したこ
どもがいますか？

出生したこどもに
ついて、初めての
（出生の翌月分）
の児童手当は東松
山市で発生してい
ますか？

出生したこどもに
ついて、児童手当
の認定請求を令和
7年12月26日まで
に行いましたか？

所属庁
（公務員）

児童手当受給者の方
が令和7年9月30日時
点で東松山市に住民
登録がされています
か？

出生したこどもに
ついて、出生時点
で東松山市に住民
登録がされていま
すか？

令和7年9月分の児童
手当を受給しましたか？

令和7年9月分の児童手当を

受給しているのは配偶者で

すか？

令和7年9月1日以降に離婚、
もしくは配偶者の死亡等に
より、新たに受給者となり
ましたか？

は
い

は
い

いいえ

いいえ いいえ

はいいいえ（以降は配偶者の方が確認してください。）

は
い

対象児童（令和8年3月31

日までに出生した高校生年
代以下のこども）を養育し
ていますか？

令和7年10月1日か
ら令和8年3月31日
までに出生したこ
どもがいますか？

令和7年10月1日か
ら令和8年3月31日
までに出生したこ
どもがいますか？

出生したこどもに
ついて、出生時点
で東松山市に住民
登録がされていま
すか？

令和7年10月1日か
ら令和8年3月31日
までに出生したこ
どもがいますか？

東松山市の

支給対象です。

申請不要

東松山市の

支給対象です。

申請不要

※出生したこどもの
分については、出生
の翌月分の児童手当
が発生した市町村の
支給対象です。

東松山市の

支給対象です。

東松山市の

支給対象です。

申請不要

東松山市の
支給対象では
ありません。

※令和7年9月30
日時点で住民登
録がされている
市町村の支給対
象です。

東松山市の
支給対象では
ありません。

※出生したこどもの
分については、出生
時点で住民登録され
ている市町村、それ
以外のこどもの分に
ついては、令和7年9
月30日時点で住民登
録がされている市町
村の支給対象です。

東松山市の

支給対象です。

※出生したこどもの
分のみ東松山市の支
給対象です。
※申請にあたって所
属長の証明が必要で
す。

東松山市の

支給対象です。

東松山市の

支給対象です。

東松山市の

支給対象です。

東松山市の
支給対象では
ありません。

※令和7年9月分
の児童手当が発
生している市町
村の支給対象で
す。

※出生したこどもの
分は東松山市の支給
対象ではありません。
それ以外のこどもの
分については東松山
市の支給対象です。
※申請には所属長の
証明が必要です。

東松山市の
支給対象では
ありません。

※出生したこどもに
ついては、出生の翌
月分の児童手当が発
生した市町村、それ
以外のこどもについ
ては、令和7年9月分
の児童手当が発生し
ている市町村の支給
対象です。

東松山市の

支給対象です。

東松山市の

支給対象です。

申請不要

※出生したこどもの
み東松山市の支給対
象です。

※出生したこどもの
み東松山市の支給対
象です。

はい はい はい はい

は
い

はい

い
い
え

い
い
え

い
い
え

支給対象
・高校卒業年代まで（18歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の児童を養育している方が支給対象となります。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します（一定の要件を満たしてい
る場合に限ります。）。

【参考：支給月額】

認定請求
・こどもが生まれたり、他の市町村から転入したときは、東松山市こども支援課に「認定請求書」の提出（申請）が必要で
す。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。なお、申請が遅れた場合や未申請の場合は
この限りではありません。

・公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されるので、勤務先にそれぞれ届出・申請が必要です。

支給時期
原則として偶数月の15日に前月分まで（2ヶ月分）の手当を支給します。15日が土日・祝日の場合は、その直前の平日が支

給日となります。

【参考： 支給月】

3歳未満 15,000円

3歳以上 10,000円

第3子以降 30,000円

４月支給 ２月～ ３月分

６月支給 ４月～ ５月分

８月支給 ６月～ ７月分

１０月支給 ８月～ ９月分

１２月支給 １０月～１１月分

２月支給 １２月～ １月分

令和7年10月1日か
ら令和8年3月31日
までに出生したこ
どもがいますか？

出生したこどもに
ついて、初めての
（出生の翌月分）
の児童手当は東松
山市で発生してい
ますか？

出生したこどもに
ついて、児童手当
の認定請求を令和
7年12月26日まで
に行いましたか？

はい はい

い
い
え

他市町村

※申請にあたって
所属長の証明が必
要です。

所属庁からの児童手当受給証明済みの申請書を提出してください。申請書はこども支援課窓口にあります。

要申請 要申請要申請 要申請 要申請 要申請

申請書はこども支援課窓口にあります。


